
モンゴルの調停制度
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第一審裁判所の処理事件数が2014年に減少
した理由は、法人と個人が紛争を調停によ
り解決したことに関係する

調停により2014年
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   96.7%は
第1回期日で
和解が成立
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* 家事事件の成立率が低い理由は、当事者の意思にかかわらず
 調停を経なければならないと調停法で定められていることによる

モンゴル最高裁判所が「調停制度強
化プロジェクト」の実施を日本政府
に要請し、2010年から日本政府の支
援により実施されている

プロジェクトの実施者は、モンゴル最高裁判所、
裁判所評議会およびJICAである

1人の裁判官及び調
停人に当たる事件数

参考：裁判所評議会の裁判調査研究所2014年度の報告

2014年


